
安
倍
首
相
が
Ｔ
Ｐ

Ｐ
交
渉
参
加
を
明
言

し
た
が
、
わ
が
国
の

医
療
制
度
に
ど
う
い

う
変
化
を
も
た
ら
す

の
だ
ろ
う
か
。
参
考

と
な
る
事
例
と
し
て
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ

が
あ
り
、
京
都
府
保
険
医
協
会

は
昨
年
五
月
に
視
察
団
を
派
遣

し
た
。
そ
の
内
容
を
ま
と
め
た

『
韓
国
医
療
視
察
報
告
書
』が
同

協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ッ

プ
さ
れ
て
い
る
。
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ

の
発
効
は
同
年
三
月
で
あ
り
、

報
告
書
か
ら
韓
国
医
療
の
変

化
を
見
る
こ
と
は
時
期
的
に
困

難
で
あ
る
が
、
参
考
に
は
な
る�

▼
米
韓
Ｆ
Ｔ
Ａ
で
は
、「
認
可
特

許
連
携
」
と
い
う
制
度
が
盛
り

込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
製

薬
会
社
の
利
益
が
最
大
化
さ
れ

る
仕
組
み
で
、
特
許
の
期
間
が

自
在
に
延
長
さ
れ
、
薬
価
が
高

止
ま
り
す
る
。ま
た
、特
許
訴
訟

を
起
こ
し
て
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
の
販
売
を
阻
止
す
る
こ
と

も
可
能
で
、
今
の
わ
が
国
の
政

策
と
は
、相
容
れ
な
い
。さ
ら
に

政
府
が
薬
価
を
決
め
て
も
、設

置
さ
れ
た
民
間
の「
独
立
的
再

審
機
構
」
で
、
製
薬
会
社
に
有

利
な
価
格
に
で
き
る
と
い
う
。

総
じ
て
薬
価
が
高
く
な
る
危
険

性
が
強
く
、
医
療
機
器
も
同
様

で
あ
る
。
二
〇
〇
五
年
に
発
効

し
た
米
豪
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
よ
り
、オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
の
公
共
薬
価
制
度

が
崩
壊
し
た
と
の
記
述
も
あ
る

▼「
韓
国
政
府
は
、
な
ぜ
Ｆ
Ｔ
Ａ

を
結
ん
だ
の
か
？
」
と
の
質
問

に
、
韓
国
側
の
代
表
は
「
北
朝

鮮
へ
の
太
陽
政
策
に
て
悪
化
し

た
米
国
と
の
関
係
を
こ
の
協
定

に
よ
り
一
挙
に
改
善
し
よ
う
と

し
た
」
と
の
答
え
は
、
わ
が
国

の
民
主
党
政
権
時
代
に
似
て
お

り
、
興
味
深
い
。
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四
月
四
日
、第
二
十
八
回「
な

ん
で
も
学
術
！　

な
ん
で
も
回

答
？　

よ
ろ
ず
勉
強
会
」
が
、

近
江
町
交
流
プ
ラ
ザ
に
て
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
勉
強
会
で

は「
歯
科
か
ら
医
科
へ
の
発
信
」

を
テ
ー
マ
に
、
シ
リ
ー
ズ
化
し

て
い
ま
す
。

今
回
は
、
野
々
市
市
で
歯
科

を
開
業
さ
れ
て
い
る
平
田
米
里

当
協
会
副
会
長
に
講
師
を
お
願

い
し
ま
し
た
。
演
題
は
「
バ
イ

オ
フ
ィ
ル
ム
と
唾
液
と
薬
剤　

〜
そ
し
て
歯
科
疾
患
と
口
腔
ケ

ア
〜
」
で
、
盛
り
だ
く
さ
ん
の

内
容
を
と
て
も
分
か
り
や
す
く

説
明
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

最
初
は
、
歯
周
病
に
関
す
る

お
話
で
し
た
。
ま
ず
、
歯
周
病

原
因
菌
に
よ
る
バ
イ
オ
フ
ィ
ル

ム
の
形
成
過
程
の
説
明
が
あ
り

ま
し
た
。バ
イ
オ
フ
ィ
ル
ム
は
、

細
菌
群
が
自
分
た
ち
の
産
生
す

る
物
質
に
よ
っ
て
、
互
い
に
強

固
に
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
一
定

の
大
き
さ
に
な
る
と
生
体
防
御

機
構
か
ら
は
隔
絶
さ
れ
た
状
態

で
存
在
す
る
よ
う
に
な
り
、
閉

鎖
腔
内
で
の
感
染
と
同
じ
よ
う

な
状
況
に
な
り
ま
す
。
こ
の
た

め
抗
菌
剤
は
ま
ず
無
効
で
、
含

嗽
剤
も
通
常
の
使
用
濃
度
で
は

効
果
は
期
待
で
き
な
い
と
の
こ

と
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
有
効

な
治
療
方
法
と
し
て
は
、
口
腔

清
掃
（
歯
磨
き
）
と
歯
石
除
去

な
ど
の
口
腔
ケ
ア
が
中
心
に
な

る
と
教
え
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

ま
た
、
う
触
（
虫
歯
）
は
歯

に
付
着
し
た
菌
が
発
生
し
た
酸

に
よ
り
、
プ
ラ
ー
ク
内
pH
が
下

が
る
こ
と
に
よ
り
歯
牙
の
脱
灰

が
強
く
な
る
こ
と
が
そ
の
原
因

で
す
が
、
こ
の
pH
の
低
下
は
糖

の
摂
取
に
よ
り
容
易
に
惹
起
さ

れ
、
プ
ラ
ー
ク
が
古
い
ほ
ど
、

ま
た
唾
液
量
が
少
な
い
ほ
ど
、

元
に
戻
り
に
く
い
そ
う
で
す
。

ま
た
、
当
然
で
す
が
プ
ラ
ー
ク

内
の
pH
が
下
が
っ
て
い
る
時
間

が
長
い
ほ
ど
、
脱
灰
も
よ
り
強

く
な
り
ま
す
。
睡
眠
時
に
は
唾

液
の
分
泌
量
が
減
る
の
で
、
就

眠
前
に
食
べ
る
と
pH
の
低
い
状

態
が
持
続
す
る
こ
と
に
な
る
た

め
、
う
蝕
を
進
行
さ
せ
や
す
い

と
説
明
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

さ
ら
に
、
特
養
に
お
け
る
口

腔
ケ
ア
の
実
践
例
を
ご
紹
介
い

た
だ
き
ま
し
た
。
特
養
入
所
者

に
歯
科
衛
生
士
に
よ
る
専
門
的

な
口
腔
ケ
ア
を
行
っ
た
場
合

は
、
通
常
の
口
腔
ケ
ア
を
受
け

た
場
合
に
比
べ
発
熱
回
数
が
減

少
し
た
と
い
う
報
告
で
、
口
腔

ケ
ア
の
重
要
性
を
再
認
識
さ
せ

ら
れ
ま
し
た
。

今
後
も
こ
の
シ
リ
ー
ズ
を
続

け
て
い
く
予
定
で
す
。
ま
さ
し

く
保
険
医
協
会
な
ら
で
は
の
内

容
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
少

し
で
も
多
く
の
会
員
の
先
生
方

の
ご
参
加
を
お
待
ち
致
し
て
お

り
ま
す
。

歯科をテーマに16人が参加して開かれた第28回よろず勉強会
	 （4月4日・近江町交流プラザ）

・・・・・日常診療に必ず役立つ・・・・・・・・・・日常診療に必ず役立つ・・・・・

よろず勉強会
第29回

なんでも学術!
なんでも回答?
メインテーマ

と　き

講　師

　　　見逃してはいけない！
こんな重症患者が歩いてくる その⑤

金沢市立病院・神経内科　杉山　有 先生
2013年6月13日（木）
午後７時１５分～午後８時４５分

ところ 近江町交流プラザ ４階「研修室・1」
対　象 保険医協会会員

シリーズ

※詳しくは案内チラシをご覧ください。

ただいま、３種の署名活動を実施中！
ぜひ一筆でも多くの署名を

お寄せください
３月５日に「消費税増税中止」「患者窓口負担の大幅軽減」「ただちに原発ゼロを

求める署名」の署名用紙をお送りしております。
いただいた署名は、今国会会期中に国会議員を通じて衆参両院議長に提出します。

署名は国民の声を届ける大切な
機会です。ぜひ要請内容の趣旨
をご理解いただき、患者さんに
も広く呼びかけるなどのご協力
を賜りますようお願い申し上げ
ます。
なお、ご協力いただく署名

は３つのうち１つのみでも構い
ません。また、署名欄がすべて
埋まらなくても良いので、一筆
でも多くお送りください。

第
二
十
八
回「
な
ん
で
も
学
術
！
　な
ん
で
も
回
答
？
　よ
ろ
ず
勉
強
会
」

理
事

　三
宅

　靖
（
金
沢
市
・
内
科
）

バ
イ
オ
フ
ィ
ル
ム
を
テ
ー
マ
に

口
腔
ケ
ア
の
重
要
性
を
再
認
識

石 川 保 険 医 新 聞（1）2013年5月15日（毎月15日発行） （1998年２月６日第三種郵便物認可）　第493号



一
九
八
七
年
の
韓
国
の
民

主
化
か
ら
十
年
ほ
ど
た
っ
た

こ
ろ
か
ら
、
韓
国
の
医
師
の

情
報
が
少
し
ず
つ
入
っ
て
き

ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
韓
国

で
民
主
化
闘
争
を
担
っ
た
医

師
た
ち
の
話
を
知
り
ま
し

た
。
二
〇
〇
三
年
秋
に
名
古

屋
で
行
わ
れ
た
あ
る
集
会

に
、
そ
の
内
の
一
人
で
あ
る

韓
国
の
グ
リ
ー
ン
病
院
の
梁

吉
承
院
長
を
お
呼
び
す
る
こ

と
に
な
り
、
そ
の
事
前
折
衝

の
た
め
に
二
〇
〇
三
年
五
月

に
ソ
ウ
ル
を
訪
問
し
ま

し
た
。

グ
リ
ー
ン
病
院
の
開
設
は

そ
の
年
の
九
月
で
、
ち
ょ
う

ど
建
設
中
の
病
院
で
梁
吉
承

医
師
と
お
会
い
し
ま
し
た
。

彼
は
、
私
た
ち
の
招
待
を
快

く
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
り
、

十
一
月
に
日
本
に
来
て
講
演

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
彼

と
は
、
最
初
の
二
日
間
は
名

古
屋
で
一
緒
に
飲
み
な
が

ら
、
い
ろ
ん
な
話
を
し
ま
し

た
。
そ
し
て
、
三
日
目
の
最

後
の
日
に
奈
良
観
光
に
行
っ

た
の
で
す
が
、
初
め
て
彼
の

生
き
様
を
語
っ
て
く
れ
ま

し
た
。

韓
国
に
は
、
日
本
の
戦
前

の
治
安
維
持
法
を
モ
デ
ル
に

し
た
と
い
わ
れ
る
「
国
家
保

安
法
」
と
い
う
法
律
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
北
朝
鮮
や
共

産
主
義
を
賛
美
す
る
行
為

や
、
そ
の
兆
候
を
取
り
締
ま

る
法
律
で
、
民
主
化
以
降
は

「
冬
眠
」
状
態
に
置
か
れ
て

い
ま
す
が
、
い
つ
、
息
を
吹

き
返
す
か
分
ら
な
い
法
律
で

す
。
そ
の
後
、
韓
国
の
国
会

で
は
、
何
度
か
そ
の
法
律
の

廃
止
に
関
し
て
論
議
さ
れ
ま

し
た
が
、
現
在
も
そ
の
法
律

が
存
在
し
た
ま
ま
に
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
状
況

の
中
で
、
ど
こ
の
馬
の
骨
と

も
分
か
ら
な
い
私
た
ち
に
、

自
分
た
ち
の
考
え
を
話
す
こ

と
に
強
い
警
戒
心
を
持
っ
て

お
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
三
日
三
晩
、
彼
と
行
動

を
共
に
し
て
、
よ
う
や
く
私

た
ち
を
仲
間
と
し
て
信
じ
て

く
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の

夜
、
私
た
ち
と
飲
食
を
し
た

後
に
奈
良
市
内
の
韓
国
風
の

居
酒
屋
で
、
彼
の
生
き
様
を

語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

彼
の
生
ま
れ
は
一
九
四
九

年
、
私
と
同
い
年
で
す
。
そ

う
い
う
こ
と
も
親
近
感
を
感

じ
ま
し
た
。
韓
国
で
は
、
一

九
六
〇
年
に
学
生
た
ち
の
運

動
で
李
承
晩
独
裁
政
権
を
崩

壊
さ
せ
ま
し
た
が
、
そ
の
一

年
後
、
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
で

朴
正
熙
軍
事
独
裁
政
権
が
登

場
し
、
民
主
化
運
動
を
弾
圧

し
ま
し
た
。
一
九
六
〇
年
代

か
ら
一
九
七
〇
年
代
に
か
け

て
、
学
生
た
ち
の
闘
い
が
続

き
ま
す
。
軍
事
独
裁
政
権
は

学
生
運
動
を
弾
圧
し
、
民
主

化
を
さ
け
ぶ
学
生
た
ち
を
投

獄
、
処
罰
し
大
学
か
ら
追
い

出
し
ま
し
た
。
ソ
ウ
ル
大
学

医
学
部
の
学
生
で
あ
っ
た
梁

吉
承
医
師
も
、
そ
の
一
人
で

し
た
。
一
九
七
四
年
に
、
当

時
の
朴
大
統
領
が
永
久
政
権

を
も
く
ろ
ん
だ
緊
急
措
置
法

が
つ
く
ら
れ
る
と
、
そ
れ
に

反
対
す
る
闘
い
が
激
し
く
な

り
ま
し
た
。梁
吉
承
医
師
は
、

当
局
か
ら
の
弾
圧
を
逃
れ
る

た
め
に
地
下
に
潜
り
、
そ
の

後
、
金
芝
河
の
支
援
の
活
動

で
緊
急
措
置
違
反
と
社
会
主

義
思
想
の
本
を
読
ん
だ
嫌
疑

で
逮
捕
さ
れ
、
一
年
余
り
の

獄
中
の
生
活
を
送
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
の
後
一
九
七

九
年
の
朴
正
熙
大
統
領
の
暗

殺
に
よ
っ
て
軍
事
独
裁
政
権

が
崩
壊
し
、
大
学
に
復
学
す

る
こ
と
が
許
さ
れ
ま
す
。

一
九
七
九
年
十
月
、
朴
正

熙
暗
殺
か
ら
翌
年
の
春
ま
で

が
「
ソ
ウ
ル
の
春
」
で
、
韓

国
は
民
主
化
の
春
を
謳
歌
し

ま
し
た
。
し
か
し
、そ
の
後
、

大
統
領
に
な
っ
た
全
斗
煥
大

統
領
は
民
主
化
を
叫
ぶ
光
州

の
民
衆
に
対
し
て
大
虐
殺
の

蛮
行
を
行
い
、
韓
国
内
の
活

動
家
の
弾
圧
に
乗
り
出
し
、

梁
吉
承
医
師
も
再
度
大
学
を

追
放
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
後
、
彼
は
ソ
ウ
ル
大
学

の
復
学
を
諦
め
、
エ
イ
レ
医

大
に
留
学
し
、
医
師
と
な
っ

て
帰
国
し
ま
す
。

彼
の
苦
し
か
っ
た
日
々
を

語
る
目
か
ら
涙
が
こ
ぼ
れ
、

私
自
身
は
、
彼
の
命
を
か
け

た
壮
絶
な
闘
い
に
共
感
し
、

私
も
ま
た
涙
し
ま
し
た
。
彼

ら
が
韓
国
で
韓
日
基
本
条
約

に
対
し
て
反
対
運
動
に
加

わ
っ
て
い
た
時
、
私
た
ち
も

日
本
で
日
韓
条
約
反
対
を
叫

ん
で
い
た
こ
と
に
、
不
思
議

な
連
帯
感
を
感
じ
る
と
と
も

に
、
一
九
六
〇
年
か
ら
一
九

七
〇
年
の
時
代
の
私
た
ち
の

大
学
民
主
化
闘
争
と
比
べ
も

の
に
な
ら
な
い
厳
し
い
状
況

で
闘
っ
た
韓
国
の
学
生
た
ち

に
、
思
い
を
馳
せ
ま
し
た
。

そ
の
当
時
、
彼
ら
と
会
う
こ

と
が
可
能
だ
っ
た
ら
、
お
互

い
に
闘
い
の
エ
ー
ル
を
送
る

こ
と
が
で
き
た
の
に
と
思
い

な
が
ら
・
・
・
。

一
九
八
七
年

六
月
、
つ
い
に

大
統
領
の
直
接

選
挙
を
求
め
る

民
衆
の
運
動
が

き
っ
か
け
と
な

り
、
韓
国
の
軍

事
独
裁
政
権
が

終
焉
を
迎
え
ま

す
。
医
師
や
歯

科
医
師
、
韓
方

医
師
（
韓
国
伝

統
の
医
療
を
行

う
医
師
）、
薬

剤
師
な
ど
の
医

療
関
係
者
も
こ
の
運
動
に
加

わ
り
ま
し
た
。

一
九
六
〇
年
か
ら
一
九
七

〇
年
代
の
韓
国
の
民
主
化
運

動
を
担
っ
て
き
た
学
生
た

ち
、
そ
し
て
、
一
九
八
七
年

の
韓
国
の
民
主
化
に
関
わ
っ

た
医
療
人
を
中
心
に
、
引
き

続
き
韓
国
の
民
主
化
を
進
め

る
た
め
に
各
分
野
の
活
動
が

活
発
化
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職

種
に
応
じ
て
、
組
織
が
で
き

ま
し
た
。

医
師
た
ち
は
人
道
主
義
実

践
医
師
協
議
会
（
人
医
協
）、

東
洋
医
学
を
専
攻
し
た
韓
医

師
た
ち
は
真
の
医
療
実
践
の

た
め
の
青
年
韓
医
師
会
、
歯

科
医
師
た
ち
は
健
康
社
会
の

た
め
の
歯
科
医
師
会
を
、
薬

剤
師
た
ち
は
健
康
社
会
の
た

め
の
薬
師
会
な
ど
で
す
。

そ
の
後
、
こ
れ
ら
の
進
歩

的
な
医
療
人
た
ち
が
、
韓
国

の
民
主
的
な
医
療
を
担
い
今

日
に
至
っ
て
い
ま
す
。
昨
年

一
月
に
結
成
さ
れ
た
韓
国
反

核
医
師
会
も
、
人
医
協
の
メ

ン
バ
ー
が
実
質
的
な
中
心
と

な
っ
て
い
ま
す
。

原

　和
人
（
金
沢
市
・
外
科
）

原和人ドクターの

「近くて近い国：韓国」
（５回シリーズ）

そ
の
②韓

国
の
民
主
化
闘
争
を

　
　

 

担
っ
た
医
師
た
ち

原

　和
人
（
金
沢
市
・
外
科
）

原和人ドクターの

「近くて近い国：韓国」
（５回シリーズ）

そ
の
②韓

国
の
民
主
化
闘
争
を

　
　

 

担
っ
た
医
師
た
ち

梁吉承院長（右）と筆者（中）

（
問
題
は
8
面
に
あ
り
ま
す
）

黒
1
か
ら
3
と
打
つ
の
が
好
手
順
。

白
4
に
黒
5
で
白
死
で
す
。
黒
1
で
先

に
3
は
白
４
黒
1
白
5
で
白
生
き
。
黒

1
で
5
は
白
1
。
黒
1
で
2
も
白
1
で

白
生
き
で
す
。

囲

解
答

碁2

5
1

34

☗
2
一
角
☖
同
飛
☗
2
四
桂
☖

同
歩
☗
1
一
銀
成
☖
同
玉
☖
1

二
香
ま
で
７
手
詰
。

〈
解
説
〉
☗
2
一
角
と
捨
て
て

☗
2
四
桂
が
好
手
順
で
す
。
☗

1
一
銀
成
に
☖
2
三
玉
は
☗
1

二
飛
成
ま
で
。
な
お
、
5
手
目

☗
2
一
銀
不
成
は
☖
2
三
玉
で

届
き
ま
せ
ん
。

将
棋
解
答

（
問
題
は
8
面
に
あ
り
ま
す
）

「
数
独
」の
解
答

７
＋
２
で
、答
え
は「
９
」

（
問
題
8
面
）

〈参加費〉
医師、歯科医師 ……………… 8,000円
協会事務局 ………………… 2,000円
コ・メディカル/コ・デンタル …… 500円
※分科会には一般市民、マスコミの方は入場できません。

詳しくは石川県保険医協会までお問い合わせください。
TEL 076（222）5373

2日目10月13日（日）分科会・ポスターセッション
分科会（6テーマ・8会場）9：00～12：00

ポスターセッション 9：00～15：00

●第1分科会 「在宅医療・介護」 （1会場　15演題　発表7分・質疑3分）

●第2分科会 「医科診療の研究と工夫」 （2会場　30演題　発表7分・質疑3分）
●第3分科会 「歯科診療の研究と工夫」 （2会場　26演題　発表8分・質疑3分）
●第4分科会 「医科歯科連携による研究と日常診療の工夫」
  （1会場　15演題　発表7分・質疑3分）

●第5分科会 「公害・環境・職業病」 （1会場　15演題　発表7分・質疑3分）

●第6分科会 「医学史・医療運動史・医療と裁判」
  （1会場　15演題　発表7分・質疑3分）

（質疑5分、11：30より開始　15演題予定）

主催：全国保険医団体連合会　主務：神奈川県保険医協会
第 2 8 回  保 団 連 医 療 研 究 集 会
分科会  ポスターセッション

演題募集
2013年10月12日（土）～13日（日）〈会場〉横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ神奈川県横浜市西区北幸1-3-23　TEL.045-411-1111

●メインテーマ

地域医療における
これからの
市民と医療者の連携

石 川 保 険 医 新 聞 2013年5月15日（毎月15日発行）（2）第493号　（1998年２月６日第三種郵便物認可）



団
塊
の
世
代
が
後
期

高
齢
者
に
な
る
二
〇
二

五
年
ま
で
に
、
日
本
社

会
が
そ
れ
に
対
応
し
た

ヘ
ル
ス
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

を
作
り
上
げ
る
必
要
が

あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
二
十
一
世

紀
は
、
治
療
医
学
が
成
果
を
十
分
に

発
揮
で
き
な
い
「
障
害
や
慢
性
疾
患

の
あ
る
高
齢
者
」
の
著
し
い
増
加
が

あ
り
、
予
防
、
医
療
、
福
祉
を
包
括

的
に
提
供
す
る
新
し
い
包
括
ケ
ア
が

求
め
ら
れ
る
。
従
来
の
「
生
き
続
け

る
こ
と
」
を
主
と
し
た
医
療
体
制
か

ら
、「
暮
ら
す
こ
と
」
を
一
緒
に
考

え
て
い
く
医
療
が
求
め
ら
れ
て
い
る

と
も
言
え
る
。

日
本
の
医
療
供
給
体
制
は
、
開
業

医
の
高
い
専
門
性
と
、
そ
の
裏
返
し

の
か
か
り
つ
け
医
の
未
確
立
、
私
立

病
院
・
病
床
ス
ト
ッ
ク
比
率
の
高
さ
、

私
立
病
院
に
よ
る
高
齢
者
受
け
入
れ

（
社
会
的
入
院
）
な
ど
の
特
長
を
有

し
て
い
る
。
こ
の
医
療
供
給
体
制
の

中
で
、
新
し
い
ヘ
ル
ス
ケ
ア
シ
ス
テ

ム
に
医
師
が
ど
う
関
わ
っ
て
い
く
べ

き
な
の
か
。
厚
労
省
の
考
え
る
い
わ

ゆ
る
「
地
域
包
括
ケ
ア
」
で
は
、
在

宅
医
療
で
の
医
師
の
役
割
を
初
期
の

評
価
と
急
変
時
の
対
応
と
し
て
お

り
、か
な
り
限
定
的
に
考
え
て
い
る
。

一
方
、
全
国
的
に
先
駆
的
に
取
り

組
ま
れ
て
い
る
地
域
包
括
ケ
ア
で

は
、
医
師
の
役
割
の
重
要
性
が
強
調

さ
れ
て
お
り
、
地
域
の
医
師
が
関
わ

り
や
す
く
な
る
た
め
の
協
働
の
試
み

も
取
り
組
ま
れ
て
い
る
。

高
い
専
門
性
を
持
っ
た
開
業
医

が
、
在
宅
医
療
で
主
治
医
と
連
携
し

て
医
療
を
提
供
す
る
診
療
報
酬
上
の

条
件
を
整
え
る
こ
と
は
無
論
必
要
だ

が
、
か
か
り
つ
け
医
と
し
て
地
域
で

患
者
さ
ん
が
暮
ら
す
こ
と
を
患
者
さ

ん
や
家
族
と
一
緒
に
考
え
、
地
域
で

住
み
続
け
る
権
利
を
保
障
す
る
た
め

の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
新
し

い
ヘ
ル
ス
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
中
で
、

医
師
の
果
た
す
役
割
は
限
定
的
に

な
っ
て
い
く
。
厚
労
省
の
描
く
よ
う

に
、
医
師
の
役
割
を
限
定
的
な
範
囲

に
と
ど
め
て
い
く
の
か
、
一
方
、
患

者
さ
ん
や
家
族
を
含
む
住
民
が
安
心

し
て
地
域
に
住
み
続
け
る
た
め
に
積

極
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
の
か

が
問
わ
れ
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

づ
く
り
や
人
権
保
障
、
新
た
な
国
づ

く
り
ま
で
展
望
す
る
新
た
な
道
に
、

医
師
や
歯
科
医
師
が
積
極
的
に
関

わ
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

地
域
包
括
ケ
ア
と
医
師
・
歯
科
医
師
の
役
割

「
生
き
続
け
る
」か
ら

 

「
暮
ら
す
」へ

今
回
の
理
事
会
で
特
筆
す

べ
き
は
、
会
議
が
定
刻
の
午

後
九
時
半
で
終
了
し
た
こ
と

だ
ろ
う
。

総
務
部
か
ら
会
員
の
動
向

や
、
種
々
の
会
議
の
報
告
が

あ
っ
た
。
経
営
・
共
済
部
か

ら
、
休
保
募
集
状
況
が
報
告

さ
れ
た
。
歯
科
部
か
ら
は
、

今
年
も
多
彩
で
活
発
な
活
動

計
画
が
報
告
さ
れ
た
。学
術
・

保
険
部
か
ら
は
、
よ
ろ
ず
勉

強
会
の
報
告
が
あ
っ
た
。
医

療
福
祉
部
か
ら
は
、
新
た
な

企
画
と
し
て「
多
」職
種（
団

体
）
訪
問
に
つ
い
て
、
報
告

が
あ
っ
た
。
ま
た
、
保
団
連

の
地
域
医
療
対
策
部
会
の
報

告
が
あ
っ
た
。
十
一
月
の
保

団
連
地
域
医
療
活
動
交
流
集

会
で
、
小
川
滋
彦
理
事
に
講

演
と
パ
ネ
リ
ス
ト
を
依
頼
す

る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
保

団
連
の
代
議
員
会
で
平
田
米

里
副
会
長
の
発
言
が
契
機
と

な
っ
て
い
る
。
機
関
紙
・
文

化
部
で
は
、
憲
法
に
つ
い
て

会
員
の
意
見
を
連
載
す
る
新

し
い
企
画
が
提
案
さ
れ
、
第

一
弾
と
し
て
喜
多
徹
副
会
長

が
書
く
こ
と
に
な
っ
た
。

協
議
事
項
と
し
て
、
Ｔ
Ｐ

Ｐ
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ら
れ

た
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
は
交
渉
参
加
が

決
ま
っ
た
が
、
医
療
面
で
の

問
題
を
具
体
的
に
医
療
者
に

知
ら
せ
る
こ
と
が
必
要
と
の

認
識
で
、
一
足
早
く
ア
メ
リ

カ
と
の
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
合
意
し
た

韓
国
の
医
師
を
招
い
て
講
演

会
を
開
催
す
る
方
向
で
調
整

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
保
険

医
協
会
の
モ
ニ
タ
ー
制
に
つ

い
て
も
、
形
式
的
に
な
っ
て

い
る
現
状
を
改
善
し
て
い
く

必
要
性
が
あ
る
と
さ
れ
、
検

討
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

�

【
大
川　

記
】

報
告
事
項
は
、
い
つ
も
の

よ
う
に
総
務
部
よ
り
始
ま
っ

た
。
金
沢
市
国
保
問
題
対
策

会
議
に
工
藤
事
務
局
長
、
保

団
連
第
三
回
政
策
部
会
に
喜

多
副
会
長
、
第
五
回
保
団
連

勤
務
医
交
流
会
に
斉
藤
理
事

の
参
加
が
決
定
し
た
。
石
川

県
社
会
保
障
推
進
協
議
会
の

関
連
報
告
が
あ
り
、
六
月
に

行
わ
れ
る
総
会
に
「
無
縁
社

会　

地
域
力
で
何
が
で
き
る

か
」
の
テ
ー
マ
で
板
垣
淑
子

氏
の
講
演
会
が
あ
る
こ
と
な

ど
が
報
告
さ
れ
た
。

財
政
部
よ
り
、
二
カ
月
間

の
収
支
報
告
お
よ
び
三
月
分

の
支
出
な
ど
の
説
明
が
あ
っ

た
。
経
営
・
共
済
部
よ
り
休

保
再
開
に
つ
い
て
募
集
状
況

の
報
告
、
歯
科
部
お
よ
び
学

術
・
保
険
部
よ
り
、
今
後
の

講
演
会
の
準
備
状
況
に
つ
い

て
報
告
が
あ
っ
た
。
ま
た
、

医
療
福
祉
部
よ
り
在
宅
医
訪

問
の
計
画
、
高
齢
者
施
設
訪

問
の
計
画
に
つ
い
て
報
告
が

あ
っ
た
。

協
議
事
項
で
は
、
署
名
活

動
が
増
え
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
意
見
が
出
さ
れ
た
が
、

患
者
・
住
民
の
声
を
集
め
る

の
に
必
要
な
活
動
で
あ
り
、

今
ま
で
ど
お
り
に
会
員
に
求

め
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
た
、
二
〇
一
四
年
診
療
報

酬
改
定
に
向
け
た
保
団
連
要

求
の
組
織
討
議
依
頼
を
紹
介

し
、
要
求
案
に
対
す
る
意
見

は
、
今
後
の
理
事
会
な
ど
で

検
討
し
て
い
く
こ
と
に

な
っ
た
。

�

【
山
本　

記
】

第3回 理事会点描

韓国の医師招き
TPPを学ぼう

（4月16日・10人出席）

第2回 理事会点描

各種署名活動が
増えたが・・・
（4月2日・11人出席）

4
月
度
理
事
会

4
月
度
理
事
会
点
描
点
描

超高齢社会における
低栄養の予防と対策
─多職種連携とMNA®について─

ＭＮＡ®： Mini-Nutritional Assessment （簡易栄養状態評価表）

口からの食べ物・栄養摂取を支援するため、歯科医師は歯科治療・口腔ケアに取り
組んでいるところですが、近年、高齢者の低栄養の問題がクローズアップされるよう
になってきました。
日本は世界に先駆けて２００７年、人口の２１％以上が６５歳以上の高齢者という超高
齢社会に突入しました。最近では３０００万人を突破したという報道までありました。
言うまでもなく、医療費総額に占める高齢者の医療費の割合は５割を超え、増加傾

向をたどっています。寝たきりとなったり、要介護や要支援とならないように、高齢者
の健康寿命をのばす取り組みが必要となってきており、その大きな柱の一つが低栄養
の改善と言われています（栄養、運動、口腔衛生）。それは、低栄養がサルコペニア、肺
炎、骨折、内臓障害、窒素死に到る原因の大きなものであるからですが、対象となる高
齢者の日常の医療に携わる職種の多さから、連携の困難さが想起されています（医
師、歯科医師、看護師、栄養士、ケアマネジャー、介護スタッフ、歯科衛生士など）。その
ため、これら多職種間で栄養評価の共通化が必要であり、それは簡便、正確で、汎用
性のあるものが望まれます。
「MNA®」（簡易栄養状態評価表）は、まさにそうしたニーズに応えるべく生まれたも
のであり、今回、日本にMNA®を積極的に広めておられる武庫川女子大学教授・雨海
照祥先生にご講演をいただくことは、ＭＮＡ®の持つ利点、現場で生じる課題やその解
決例など、理解を深める貴重な機会となると思います。是非、ご参加ください。

と　き７月２１日（日） 午前9時３０分～12時
ところ ホテル金沢 ２階 ダイヤモンド

（金沢市堀川新町1番1号 TEL 076-223-1111）

講  師 雨海 照祥 氏
武庫川女子大学 生活環境学部 食物栄養学科 教授

対　象 歯科医師、医師、医療・介護関連職種の方など
定員200人

参加費 無 料 （申込みは保険医協会まで TEL 076-222-5373）
※保険医協会の会員でない方もご参加いただけます
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本連載はちょうど１年を迎える。これまでに取り上げたテーマは総論的
なもののみならず、医療・介護・子育て、生活保護など各論にも及んでい
る。が、これまでほとんど触れていないテーマもある。それが今回のテー
マ「年金」である。
とにかく年金制度はわかりにくい。現行制度の概略を理解するだけでも
かなり骨が折れる（これが本連載において後回しにされた理由かもしれな
い）。しかしながら、老後の生活保障として年金の「お世話」にならない
人は、まずいない。公的年金制度は、我々にとってなくてはならないもの
である。それがどう変わろうとしていくのかは、やはり注視していく必要
がある。
昨年成立した「社会保障・税一体改革」関連法案のうち年金制度に係る
ものは、「国民年金法等の一部を改正する法律」（以下「国年法等改正法」）、
「公的年金制度の財政基盤及び最低生活保障機能の強化等のための国民年
金法等の一部を改正する法律」（以下「年金機能強化法」）、「年金生活者支
援給付金の支給に関する法律」（以下「年金生活者給付金法」）、「被用者年
金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」
（以下「被用者年金一元化法」）の４本である。以下では順に改定内容を整
理していくが、最後の「被用者年金一元化法」（厚生年金と共済年金の一
元化）の詳細については、紙幅の都合で省略したことをご容赦願いたい。

基礎年金国庫負担の財源問題
まず、「国年法等改正法」である。その内容は２つに大別できる。
一つは、基礎年金国庫負担割合２分の１を確保するための暫定的な財源
確保措置である。基礎年金に係る国庫負担については、麻生内閣時代の
2009年より３分の１から２分の１に引き上げることになった。しかしなが
ら、実際には2009年度から今日までその安定財源を確保することができず、
毎年度臨時財源を捻出して（その都度そのための立法を通して）実施して
いた。今回の法律改定では、2012年度と2013年度については、年金交付国
債（つなぎ国債）により２分の１分と36.5％分（従来から国庫負担の安定
財源を確保しているとされていた分）との差額を補填するとしている。そ
して、このつなぎ国債は消費税増税により確保される財源により償還する
としている。
基礎年金に対する国庫負担割合の引上げ自体は、年金制度の安定運用の
ために不可欠な施策である。しかしながら、制度上２分の１に引き上げて
おきながら安定財源を確保できない状況を数年にわたり現出させたという
ことは、いわば国庫負担２分の１を人質にとって「消費税増税も仕方がな
いよね」という世論誘導をしてきたことに他ならない。国民に対して「消
費税増税はやむを得ない」と諦めさせることこそが「社会保障・税一体改
革」の真のねらいであるが、基礎年金国庫負担に係る問題は、その顕著な
例である。

年金給付水準の引下げ─特例水準解消問題
「国年法等改正法」の二つ目の柱は、いわゆる「特例水準」の解消である。
これは端的に言えば年金水準の引下げである。年金水準は物価の上昇率に
連動して改定されている（「物価スライド」）が、1999年度から2001年度の
３年間は、当時の厳しい社会経済情勢の下における年金受給者の生活状況
を鑑みて、本来であれば物価下落に連動して年金水準が引き下げとなると
ころを、特例的に物価スライドを停止し年金額を据え置いた。これを「特
例水準」と呼んでおり、物価スライドを停止しなかった場合に比べて2.5％
の差があるとされている。今回の法律改定では、この2.5％分を「もらい
すぎた年金」として、その「解消」を当然のものとし、2013年から段階的
に2.5％分の年金水準の引き下げを行うとするものである（2013年10月に
１％、2014年４月に１％、2015年４月に0.5％の引下げ）。
この問題について、「年金生活者は年金をもらいすぎている」と吹聴さ
れその返還は当然のものとする論調もあるが、果たして「特例水準の解消」
は当然のことなのか。物価スライド凍結特例法制定時には、その「解消」
方法において次のとおり説明されていた。すなわち、景気が回復し賃金・
物価が上昇に転じて以降、物価スライドによる上昇分から差し引いて年金

額を改定することにより、徐々に「解消」する�─�と。さて、今が果たし
てその時期なのか。現在のデフレ下で物価スライドにより年金額が引き下
げられているうえ、さらに特例水準解消のためによりいっそう年金額を引
き下げるというのは、物価下落率以上に年金額を引き下げることにほかな
らず、むしろ合理性がないと考えるべきである。基礎年金制度は国民年金
法第１条にも規定がある通り憲法25条２項を根拠にした施策であり、その
水準についてはむしろナショナルミニマム保障水準まで引き上げていかな
ければならないものである。いま行うべきは特例水準の解消ではなく、む
しろ低すぎる給付水準の引き上げである。

実施される年金機能「強化」策
次に「年金機能強化法」をみていこう。こちらは上述の年金給付水準の
引下げと対比して、年金機能の「強化」を目的としている。実際のところ
はどうであろうか。
その主な内容は、次のとおりである。①受給資格期間の短縮（現行制度
では老齢基礎年金受給のためには保険料納付期間が25年必要とされてお
り、それに満たない場合には無年金となってしまうが、その受給資格期間
を10年に短縮する。2015年10月施行）。②基礎年金国庫負担２分の１を
2014年度から恒久化。③遺族基礎年金を父子家庭にも支給（2014年４月施
行）。④短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大（改定前は、
正規労働者の４分の３以下の勤務実態（週労働時間ではおよそ30時間未満）
の場合には短時間労働者は対象外であったが、改定後は、「週労働時間20
時間以上」「報酬月額78,000円以上」で従業員501人以上の企業に従事する
短時間労働者が適用対象となる。2016年10月施行）。⑤産休期間中の厚生
年金・健康保険の保険料免除（2012年８月10日から２年を超えない範囲内
に施行）。なお、①から③については消費税増税により得られる税収を財
源とする。
また、当初「年金機能強化法」に盛り込まれていた低所得者等への年金
額の加算については、「年金生活者給付金法」として別に法律が制定され
ている。その内容は、低所得高齢者等が低年金であることを鑑みて福祉的
給付制度（老齢年金生活者支援給付金）を別に創設するものである。対象
となる「低所得高齢者」とは、住民税非課税世帯で、かつ、前年の年金収
入とその他所得の合計額が老齢基礎年金満額（およそ77万円）以下の老齢
基礎年金を受給している人である。支給額は、老齢基礎年金満額受給（保
険料納付済期間40年）の人で月額5,000円（40年に満たない場合は納付済
期間に応じて減額）の基準額と免除期間に応じた加算額（免除期間に応じ
て老齢基礎年金の６分の１相当を基本とする給付）からなる。施行日は
2015年10月１日である。
上記の年金機能「強化」策は、従来から指摘されてきた年金制度がもつ
課題に対応しているものも少なくなく、それ自体は評価できるものもある
が、それが消費税増税の実施と「セット」で提起されていることは指摘し
ておかなければならない。
そして、これら機能強化策における最大の問題は、現行の低年金・無年
金問題に対する根本的な解決とはほど遠い内容になっていることである。
老齢基礎年金については、保険料を40年間満額納付したとしても、支給月
額はおよそ64,000円であり、ナショナルミニマムの保障とは言い難い水準
である。①の受給資格期間の短縮により、例えば保険料納付済期間が10年
の被保険者は、確かに「無年金者」ではなくなるが、年金額は保険料納付
期間に比例するため、年金月額は64,000円の４分の１の16,000円程度にす
ぎない。新設される福祉的給付金は、基準月額が5,000円と低額であると
いう問題とともに、対象者を老齢基礎年金受給者に限定しているため、無
年金の低所得者はそもそも対象外である。これらの施策に対して「焼け石
に水」と評価するのは、果たして言いすぎであろうか。

急がれる最低保障年金の創設
本紙１月号の本連載でも述べたとおり、近年の生活保護受給者の増大は、
低年金・無年金の問題に直結している。生活扶助基準額よりも著しく低い
老齢基礎年金額は抜本的に改められなければならず、その意味で上述のよ
うな現行制度の「見直し」、しかも消費税増税の口実としての改定ではなく、
基礎年金部分について税方式による最低保障年金へと抜本的に転換させる
ことは不可避である。
現在、一体改革に関連して国民会議において「引き続き検討する事項」
に挙げられているのは、「第３号被保険者制度の見直し」、「マクロ経済ス
ライドの検討」、「在職老齢年金の見直し」、「標準報酬上限の見直し」、「支
給開始年齢の引上げ」の５項目である。一方で、民主党のマニフェストに
掲げられた最低保障年金制度の創設は、昨年の民自公三党合意により、事
実上の棚上げになっている。応能負担・必要充足という社会保障原則を貫
徹する年金制度はどうあるべきか、さらに、その上で最低保障年金制度を
どう設計していくのか、これらの課題を早急に解決することこそが、いま
求められている。

社会保障・税一体改革これで
いいのか！？

事務局長　工藤　浩司

第 13 回 社会保障・税一体改革と年金のゆくえ
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「
原
発
の
危
険
か
ら
子
ど
も
を
守
る
北
陸
医
師
の
会
」会
員

戦争と医の倫理パネル集
─日本の医学者・医師の「15年戦争」への加担と責任─
旧陸軍、731部隊に属した日本の医学者・医師が犯した人体実験などの非人道的行為。

国際シンポジウム「戦争と医の倫理─ドイツと日本の検証史の比較─（2012年11月開催）」では、
その検証が史実に沿って行われ、特にパネル展示は大きな反響を呼びました。

それを受けて、パネル集を発刊し、広く頒布することになりました。

○１冊 2,000円（A4判・123ページ）

■注文は、「戦争と医の倫理の検証」を進める会（保団連内）まで
　TEL 03-3375-5121　FAX 03-3375-1885

と　き ２０１３年６月９日（日） 13時30分から16時30分
ところ 金沢市文化ホール2階 大集会室
参加費 大人（大学生以上） 1,000円、 子ども無料

（金沢市高岡町１５－１／金沢ニューグランドホテル向い）

主催 ── 核戦争を防止する石川医師の会
共催 ── はだしのゲンをひろめる会
後援 ── 石川県保険医協会、石川県原爆被災者友の会、石川県生活協同組合連合会、
 石川県民主医療機関連合会、九条の会石川医療者の会、
 生活協同組合コープいしかわ、非核の政府を求める石川の会
〈問合せ先〉 核戦争を防止する石川医師の会
 〒920-0902 石川県金沢市尾張町2-8-23 太陽生命金沢ビル８階（石川県保険医協会内）
 ＴＥＬ 076-222-5373　ＦＡＸ 076-231-5156

※Nuclear Abolition Day（核兵器廃絶国際行動デー）は、核兵器廃絶国際キャンペーン＝ICANが2010年（ＮＰＴ再検討会議開催直後）から始めたもので、全世界的に
核兵器廃絶に向けたアクションを起こす日です。石川反核医師の会では、総会記念企画をNuclear Abolition Dayに位置づけて毎年開催しています。

ドキュメンタリー
映画

「はだしのゲンが見たヒロシマ」
漫画家・中沢啓治氏が自身の生い立ち、広島での
被爆体験から『はだしのゲン』を描くまでの半生を語
る―『はだしのゲン』作者・中沢啓治氏が広島市内
の思い出の土地を辿りながら証言、貴重な原画とと
もに決して忘れてはならない戦争と原爆の姿を見つ
めるドキュメンタリー映画。
●出演： 中沢 啓治（「はだしのゲン」作者）
●監督： 石田 優子
●シグロ、トモコーポレーション製作、2011年、77分

プロフィール

アーサー・ビナード氏
詩人。1967年米国ミシガン州生まれ。ニューヨー

ク州のコルゲート大学で英米文学を学び、卒業と同
時に来日、日本語での詩作を始める。『釣り上げては』

（思潮社）で中原中也賞、『日本語
ぽこりぽこり』（小学館）で講談社
エッセイ賞、『ここが家だ　ベン・
シャーンの第五福竜丸』（集英社）
で日本絵本賞、『左右の安全』（集
英社）で山本健吉文学賞を受賞。

錆びて赤茶けた常磐線の線路に立つ
アーサー・ビナード氏
（福島県南相馬市にて,2011年）

第２６回核戦争を防止する石川医師の会総会記念企画

第４回 Nuclear Abolition Day
（核兵器廃絶国際行動デー）

「はだしのゲンが見たヒロシマ」

「炉は続くよ どこまでも？」
アーサー・ビナード講演

会 の上映会と

～広島文化賞を受賞したアメリカ人が
　核の本質と日本のこれからを  あざやかに語る～

石 川 保 険 医 新 聞（5）2013年5月15日（毎月15日発行） （1998年２月６日第三種郵便物認可）　第493号



近く参議院選挙が行われ、その前後より、改憲論議がほぼ間違いなく起
こると思われます。そこで当『石川保険医新聞』でも、今後、憲法改正に
ついてのご意見をシリーズで取り上げることにしました。
まず、憲法とは何かを知るために、最近、資格試験指導校伊藤塾塾長で
弁護士の伊藤真さんのお話しを聞く機会があり、分かりやすく解説してい
ますので紹介いたします。
皆さんは、学校で憲法とは何かをどのように学ばれたでしょうか。憲法は

国の最高法規、言わば法律の親玉で、国民が守らなければならないものと
教えられたのではないでしょうか。伊藤さんは、そこには大きな誤解がある
と言います。『国民に守る義務はなく、守るべきは、議員、裁判官、地方自
治体の首長、官僚など公務員であり、国民は彼らに守らせる義務がある』
と主張しています。その根拠が憲法九十九条です。この条文は憲法を尊重
しなければならない義務のある人を規定していますが、敢えてその対象に
「国民」を入れていない。つまり『憲法とは権力の行使を縛り、国民一人一人
の権利を守るものである。これを「立憲主義」と言い、憲法の核心であるとさ
れている。憲法に書かれた「納税、教育、勤労」などの義務規定すら、憲法
には本来必要ない。米、仏、独などの憲法では、納税義務すら記載がない・・・』
と、解説しています。『日本国民はこの「立憲主義」の意識が弱く、血肉になっ
ていない。欧米諸国は血を流して立憲主義憲法を勝ち取った。私たちは意
識して立憲主義を学ばなければならない』と伊藤さんは説くのです。
このような『「立憲主義」の立場を踏まえて、護憲・改憲を論議するべき

だ』と伊藤さんは言います。憲法九十六条の改憲規定では、憲法の改正に
ついて、衆参両議院の三分の二以上の賛成が必要と規定して、一般法律よ
り改正しにくくしています。これを硬性憲法と言います。これも立憲主義
の立場からとても重要な規定で、一般の法律みたいに過半数で改定可能な
ら、その時の政権党が、憲法の趣旨と違う法律を通したい時、「憲法の方を
変えちゃえ」と簡単に憲法が変えられるようになります。一方、他国はもっ
と頻繁に憲法を変えているとの反論もあり、米国、スイスなどはもっと厳
しい改憲規定がありますが、幾度も憲法を改定しています。このことは、
日本の国民に改定の意志がなかったと言えるのではないでしょうか。
昨年、自民党が「憲法改正草案」を出しました。これについての本格的

な議論は今回省略しますが、一つ言えば、国民に対する義務規定がとても
多いことが特徴です。国を愛する義務、国旗・国歌尊重義務、家族を愛す
る義務、緊急事態に際し公の指示に従う義務等々、義務規定が十個位に増
えるそうです。自民党の国会議員の皆さんは、立憲主義ということを理解
しておられるのでしょうか。立憲主義の本質を骨抜きにしているように思
います。
一方、『国民の方も、立憲主義により与えられている自由の権利も、空気

のように当然の権利と思っている。幾多の義務を負わされて、初めて自由
のありがたさが分かる。抑圧は自由の母と言うが、そうなってからでは遅い』
と伊藤さんは説くのです。
ところで、憲法でエッセンスは何か？と聞かれれば、皆さんはどう答え
ますか。憲法の三大原則、基本的人権の尊重、国民主権、平和主義を習い
ましたが、伊藤さんは、『その中でも一番大切なものは、「個人の尊重」（十三
条）を言います。個人の尊重、尊厳、ヒトは皆同じように価値があり、他
のヒトと違うのはすばらしいこと。お金のある方もない方も、ハンディ
キャップのある方もない方も、人種、民族が違っていても、多様性を尊重
し認め合う。これが憲法の肝であり、そのために立憲主義により国を縛る。
これが先進国共通の考え方である』と言います。
『多数側に立つ者が、少数を押しつぶす。熱狂から戦争に至る過去の苦い
歴史を反省し、冷静に頭が回る時に、権力者にタガを嵌めておく、これが
憲法の精神。今のような風潮で憲法を変えるのはまずい』と、伊藤さんは
力説するのです。

ザ・日本国憲法ザ・日本国憲法会員寄稿
シリーズ①

喜多　徹（野々市市・内科）
～立憲主義と憲法９６条改正について～

日本国憲法について
　　　知って欲しいこと

グループ保険グループ保険
5/13（月）から普及開始

死亡・高度障害のみを保障する大型生命保険です

お手頃な掛
金で

大きな保
障お手頃な掛
金で

大きな保
障

■普及期間
2013年5月13日（月）～6月14日（金）
■グループ保険の主な特長
○お手頃な掛金で大きな保障 ○保険金の受取方法が選択可能（一時金または年金）
○１年更新で、毎年保険金の見直しが可能　○剰余金があれば配当金として還元
○告知書扱いで手続きは簡単
■死亡・高度障害保険金額
会員は4,000万円、配偶者は1,000万円、子どもは400万円まで加入できます
■加入資格
申込日現在、健康で正常に就業している、2013年8月1日時点で65歳6ヵ月までの保
険医協会会員本人とその配偶者および2歳6カ月超22歳6ヵ月までの扶養するこども
■更新日
2013年8月1日／掛金の振替は7月25日（木）から開始

太陽－勧補－団－24－174

○キャンペーン期間中は、太陽生命・富国生命・明治安田生命の担当者が会員のみなさまを訪問させていただきます。
　ご面談くださいますようお願い申し上げます。

○お問合せは…石川県保険医協会まで  TEL ： 076-222-5373／ＦＡＸ ： 076-231-5156
※詳細につきましてはパンフレットをご覧ください。

38歳の 男性 の場合：月払概算掛金5,960円で4,000万円の保障
38歳の 女性 の場合：月払概算掛金4,600円で4,000万円の保障

保
障
例

加入チャンス
は

年2回です!

保険医
年金

1．259％（2013年3月1日現在）
予 定 利 率予 定 利 率

2013年9月1日

4月1日～5月25日

保険医年金の新規加入・増口をお
考えの先生は、協会事務局までお問い
合わせください。パンフレット等を送付
させていただきます。

加 入 日加 入 日

前半期受付期間

締
切
間
近
！
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介
護
保
険
制
度
施
行
で
、
医

療
・
介
護
・
福
祉
の
連
携
が
叫

ば
れ
て
十
三
年
が
経
過
し
ま
し

た
が
、
歯
科
は
そ
の
連
携
の
中

に
入
り
込
ん
で
い
る
で
し
ょ
う

か
？　

未
だ
に
自
信
を
持
て
な

い
で
い
ま
す
。

私
自
身
は
、
訪
問
歯
科
診
療

を
開
始
し
て
か
ら
三
十
五
年
経

過
し
ま
し
た
が
、
思
い
を
同
じ

く
す
る
仲
間
は
徐
々
に
増
加
し

て
い
る
と
は
い
え
、
ま
だ
ま
だ

十
分
と
は
言
え
な
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
？

大
き
な
要
因
で
あ
る
連
携
の
手

段
の
訪
問
歯
科
診
療
が
、
ま
だ

ま
だ
浸
透
し
て
い
な
い
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
も
そ
も
、

歯
学
教
育
の
中
で
訪
問
歯
科
診

療
に
つ
い
て
教
育
を
受
け
て
い

な
い
の
で
す
か
ら
。最
近
は
二
，

三
の
大
学
で
摂
食
・
嚥
下
に
対

す
る
講
座
が
開
設
さ
れ
、
一
部

の
学
生
は
訪
問
歯
科
の
一
端
に

触
れ
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
と
て

十
分
と
は
い
え
な
い
で
し
ょ

う
。
ま
し
て
や
、
そ
の
前
提
と

な
る
多
職
種
連
携
・
地
域
連
携

の
認
識
は
も
っ
と
先
の
話
に
な

り
ま
す
。
私
た
ち
団
塊
の
世
代

以
上
の
歯
科
医
や
、
そ
の
二
十

年
く
ら
い
下
の
世
代
ま
で
、
そ

の
雰
囲
気
す
ら
嗅
が
せ
て
も

ら
っ
て
い
ま
せ
ん
。
教
育
的
に

少
し
寂
し
い
の
で
す
が
。
と
は

い
え
、
こ
こ
十
五
年
く
ら
い
は

必
死
に
そ
の
努
力
を
し
て
い
る

の
が
、
歯
科
の
現
状
で
す
。

訪
問
歯
科
診
療
は
、
大
き
く

訪
問
歯
科
治
療
と
訪
問
口
腔
ケ

ア
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
訪
問
歯

科
治
療
は
、
介
護
保
険
制
度
施

行
前
に
も
全
国
で
頑
張
っ
て
い

る
先
生
が
お
ら
れ
た
と
思
い
ま

す
が
、
訪
問
口
腔
ケ
ア
に
至
っ

て
は
、
介
護
保
険
で
要
介
護
者

の
方
々
の
誤
嚥
性
肺
炎
が
問
題

に
な
り
、
そ
こ
で
の
対
応
で
日

の
目
を
見
た
分
野
で
、
ま
だ
日

が
浅
い
の
で
す
。
ま
し
て
や
、

摂
食
・
嚥
下
障
害
に
い
た
っ
て

は
、
小
児
歯
科
の
分
野
で
先
駆

的
な
役
割
を
果
た
し
た
大
先
輩

の
お
か
げ
で
、
今
日
の
取
り
組

み
が
出
て
き
た
ば
か
り
と
思
っ

て
い
ま
す
。
特
に
、
リ
ス
ク
の

高
い
在
宅
で
の
取
り
組
み
が
遅

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

歯
科
は
、
診
療
室
で
日
々
の

診
療
に
一
生
懸
命
に
取
り
組
ん

で
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
の
会

話
や
審
美
の
維
持
・
向
上
も
大

切
で
す
が
、
歯
科
の
最
大
の
目

的
は「
食
支
援
」に
あ
る
と
思
っ

て
い
ま
す
。
生
涯
を
通
じ
て
、

い
か
に
「
お
い
し
く
・
楽
し
く
・

安
全
に
」
食
べ
て
い
た
だ
け
る

か
、
こ
れ
が
治
療
や
口
腔
ケ
ア

の
目
的
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
「
食
支
援
」
で
す
が
、

今
の
歯
科
は
、
通
院
し
て
い
た

だ
け
る
方
々
に
対
し
て
は
何
と

か
頑
張
る
こ
と
が
で
き
ま
す

が
、
通
院
困
難
な
方
々
に
対
し

て
の
支
援
は
、
訪
問
歯
科
と
い

う
手
段
が
無
い
限
り
、
こ
れ
が

で
き
な
い
の
で
す
。
望
ま
し
い

の
は
「
ゆ
り
か
ご
か
ら
墓
場
ま

で
そ
の
方
の
か
か
り
つ
け
歯
科

医
」で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

歯
科
の
現
状
は
、
先
ほ
ど
述

べ
た
教
育
の
問
題
以
外
に
、
も

う
一
つ
、
冬
の
時
代
と
言
わ
れ

る
経
営
状
況
が
あ
り
ま
す
。
私

た
ち
団
塊
の
世
代
と
異
な
り
、

開
業
も
困
難
で
す
し
、
勤
務
医

の
場
合
で
も
、
そ
の
場
が
少
な

く
、
ま
た
歯
科
と
は
言
え
、
経

営
力
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
残

念
な
こ
と
に
訪
問
歯
科
診
療
は

採
算
部
門
で
は
な
い
の
で
す

（
医
療
保
険
的
に
は
）。
診
療
室

を
空
け
て
外
に
出
る
の
は
、
あ

る
意
味
で
は
現
在
の
制
度
が
悪

い
と
言
っ
て
し
ま
い
そ
う
で

す
。も
ち
ろ
ん
医
療
で
す
の
で
、

そ
う
い
う
こ
と
に
か
か
わ
ら

ず
、
意
欲
と
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
述
べ
ま
し
た
が
、

多
分
こ
れ
ら
の
こ
と
が
あ
っ

て
、
歯
科
医
が
診
療
室
の
外
に

出
る
こ
と
を
少
し
困
難
に
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
の
現
在
の
診
療
は
、
昨
年

外
来
部
門
を
大
き
く
縮
小
し
、

訪
問
歯
科
診
療
が
中
心
と
な
っ

て
い
ま
す
。
年
間
百
人
ち
ょ
っ

と
の
要
介
護
者
を
診
て
、摂
食
・

嚥
下
障
害
と
訪
問
口
腔
ケ
ア
を

中
心
に
回
っ
て
い
ま
す
。
多
職

種
連
携
で
は
、
口
か
ら
食
べ
ら

れ
な
い
、
あ
る
い
は
困
難
な
摂

食
・
嚥
下
障
害
の
方
々
の
対
応

機
関
で
あ
る
「
金
沢
在
宅
Ｎ
Ｓ

Ｔ
経
口
摂
取
相
談
会
」
に
属
し

て
い
ま
す
。「
金
沢
在
宅
Ｎ
Ｓ

Ｔ
経
口
摂
取
相
談
会
」
は
、

二
〇
〇
五
年
に
立
ち
上
げ
ら

れ
、九
年
目
に
入
っ
て
い
ま
す
。

発
足
時
は
、
開
業
内
科
医
（
二

人
）、病
院
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
医（
一
人
）、病
院
外
科
医（
一

人
）、
開
業
歯
科
医
（
三
人
）、

病
院
言
語
聴
覚
士
（
二
人
）、

開
業
内
科
管
理
栄
養
士（
一
人
）

歯
科
衛
生
士
（
一
人
）
の
十
一

人
で
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
が
、

現
在
十
一
職
種
三
十
八
人
（
歯

科
医
六
人
・
歯
科
衛
生
士
三
人
）

を
数
え
ま
す
。
ス
タ
ッ
フ
は
、

病
院
と
地
域
の
摂
食
・
嚥
下
障

害
に
熱
意
を
持
っ
た
所
属
が
異

な
る
二
十
四
の
機
関
か
ら
の
参

加
で
、
地
域
な
ら
で
は
の
充
実

し
た
構
成
と
思
い
ま
す
。
相
談

会
の
趣
旨
で
あ
る
「
地
域
を
栄

養
で
支
え
る
」を
モ
ッ
ト
ー
に
、

概
ね
月
一
回
の
相
談
会
を
開
催

し
て
き
ま
し
た
。
相
談
事
例
は

月
一
件
な
い
し
二
件
で
し
ょ
う

か
。
現
在
ま
で
モ
デ
ル
ケ
ー
ス

を
含
め
三
十
事
例
に
対
応
し
て

い
ま
す
。
全
国
に
例
を
見
な
い

独
自
の
シ
ス
テ
ム
で
、
経
口
摂

取
相
談
会
の
様
子
・
フ
ロ
ー

チ
ャ
ー
ト
を
以
下
に
示
し
ま
す

（
図
１
・
２
・
３
）。

在
宅
の
経
口
摂
取
困
難
な
要

介
護
者
に
対
し
、
各
職
種
で
五

〜
七
人
の
チ
ー
ム
を
編
成
し
、

独
自
の
評
価
表
に
よ
り
訪
問
評

価
し
、
経
口
摂
取
相
談
会
を
開

催
し
て
多
職
種
で
評
価
・
診
断

を
行
い
ま
す
。
評
価
報
告
書
に

判
断
理
由
を
添
付
し
、
主
治
医

あ
る
い
は
相
談
会
の
中
の
嚥
下

担
当
医
に
報
告
し
、
場
合
に

よ
っ
て
は
理
解
の
も
と
に
訪
問

リ
ハ
な
ど
を
含
む
対
応
プ
ラ
ン

を
提
示
・
実
施
し

ま
す
。
一
個
人
の

歯
科
医
と
し
て

は
、
在
宅
か
ら
の

評
価
依
頼
・
対
応

も
時
々
行
っ
て
い

ま
す
が
、
相
談
会

で
の
経
験
が
大
き

い
と
思
い
ま
す
。

摂
食
・
嚥
下
障
害

へ
の
対
応
は
リ
ス

ク
も
あ
り
、
多
職

種
で
の
対
応
が
適

し
て
い
る
分
野
で

あ
る
と
思
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
成

功
事
例
や
不
満
足

な
事
例
か
ら
、
こ

こ
で
も
相
談
会
と

地
域
連
携
の
重
要

性
を
痛
感
し
て
い

ま
す
。

多
職
種
連
携
と

切
り
離
せ
な
い
地

域
連
携
は
、
こ
こ

三
年
ば
か
り
「
金

沢
南
在
宅
医
療
推

進
会
議
」
に
属
し
、
地
域
で
療

養
す
る
要
介
護
者
や
ご
家
族
に

対
す
る
支
援
に
か
か
わ
っ
て
い

ま
す
。
こ
こ
で
は
、
医
療
・
介

護
・
福
祉

に
か
か
わ

る
多
職
種

が
情
報
共

有
を
行

い
、
そ
れ

ぞ
れ
の
立

場
で
地
域

で
の
支
援

体
制
を
構

築
し
、
地

域
の
人
た

ち
が
在
宅

医
療
に
つ

い
て
理
解

を
深
め
て

い
た
だ
く

よ
う
な
活

動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
の

メ
ン
バ
ー
は
経
口
摂
取
相
談
会

よ
り
、
さ
ら
に
職
種
が
多
く
な

り
、
ケ
ア
マ
ネ
や
行
政
職
・
薬

剤
師
・
学
生
・
一
般
の
方
な
ど

幅
広
い
構
成
と
な
っ
て
い

ま
す
。

歯
科
が
地
域
で
果
た
す
役
割

は
、
思
っ
て
い
る
以
上
に
多
く

あ
る
も
の
で
す
。
今
ま
で
の
、

診
療
室
内
の
治
療
・
ケ
ア
一
辺

倒
か
ら
外
に
飛
び
出
し
て
み
る

と
、
最
初
に
述
べ
た
食
支
援
か

ら
さ
ら
に
歯
科
に
対
す
る
信
頼

な
ど
、
別
の
も
の
が
見
つ
か
る

気
が
し
ま
す
。
歯
科
の
可
能
性

と
対
外
的
な
評
価
ア
ッ
プ
に

は
、
も
う
少
し
皆
で
外
に
出
る

こ
と
が
必
要
と
思
っ
て
い

ま
す
。

診
療
室
か
ら
飛
び
出
す
歯
科
医
／
シ
リ
ー
ズ・そ
の
❺

　
　綿
谷

　修
一
（
金
沢
市
・
歯
科
）

在宅
医療
在宅
医療

88

リレー・エッセーリレー・エッセー

診
療
室
か
ら
飛
び
出
し
て

地
域
連
携・多
職
種
連
携
へ

図１　金沢在宅NST経口摂取相談会

図２　訪問評価

図３　経口摂取相談会フローチャート
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１２回
シリーズ
１２回
シリーズ

加藤　彰一（金沢市・小児科）

山と旅の記山と旅の記
加賀禅定道 3
奥長倉山から四塚山まで

原
稿
募
集
中
　
趣
味
や
旅
行
記
、
医
療
・
福
祉
に
関
し
て
や
平
和
、
環
境
問
題
に
つ
い
て
な
ど
、
会
員
寄
稿
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
事
務
局
の
杉
野
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
0
7
6
（
2
2
2
）
5
3
7
3

会員リレーエッセー　◆◆164◆◆

中
学
生
の
時
、
ウ
ィ
ー
ン
八
重
奏
団
と
い
う
ウ
ィ
ー
ン

フ
ィ
ル
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
室
内
楽
の
金
沢
公
演
を
、
ブ
ラ

ス
バ
ン
ド
部
の
メ
ン
バ
ー
で
聴
き
に
い
っ
た
。
そ
の
時
、
ブ

ラ
ー
ム
ス
か
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
五
重
奏
曲
が

演
奏
さ
れ
た
と
思
う
の
だ
が
、
と
に
か
く
こ
れ
を
や
る
ん

だ
！
と
決
め
た
。
高
校
に
入
っ
て
初
め
て
自
分
の
楽
器
を

買
っ
て
も
ら
う
時
、
決
し
て
初
心
者
が
手
に
す
る
こ
と
の
な

い
Ａ
管
を
選
ん
だ
の
だ
か
ら
（
普
通
は
Ｂ
管
）、
や
は
り
変

わ
っ
た
子
ど
も
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
五
重
奏
曲
を
演
奏
す
る

た
め
で
あ
る
。
Ａ
管
は
指
と
指
の
間
隔
が
広
く
、
管
が
長
い

の
で
演
奏
は
難
し
か
っ
た
が
、
フ
ル
ー
ト
の
仲
間
と
モ
ー

ツ
ァ
ル
ト
の
三
楽
章
だ
け
や
っ
た
。
大
学
に
入
っ
て
か
ら
は

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
入
部
し
、
医
学
部
室
内
合
奏
団
を
立
ち
上

げ
、
正
規
の
編
成
で
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
全
曲
を
や
っ
た
。

そ
れ
か
ら
二
十
五
年
の
ブ
ラ
ン
ク
を
経
て
、
金
沢
医
療
セ

ン
タ
ー
の
瀧
口
哲
也
先
生
か
ら
お
誘
い
を
受
け
、
ク
ラ
リ

ネ
ッ
ト
を
再
開
し
た
の
が
三
年
前
。
最
近
は
「
地
域
連
携
の

夕
べ
」
と
称
す
る
院
内
コ
ン
サ
ー
ト
に
出
演
さ
せ
て
い
た
だ

き
、
念
願
の
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
五
重
奏
か
ら
終
楽
章
が
や
れ
た

の
は
、
本
当
に
う
れ
し
か
っ
た
。

地
元
金
沢
で
活
躍
さ
れ
る
作
曲
家
、
大
能
正
紀
先
生
に
は

ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
三
重
奏
を
作
曲
し
て
い
た
だ
い
た
。
一
昨
年

の
保
険
医
協
会
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
で
ご
一
緒
し
た

伊
勢
拓
之
先
生
の
ピ
ア
ノ
と
越
田
潔
先
生
の
ビ
オ
ラ
を
想
定

し
た
、
演
奏
時
間
二
十
分
の
ソ
ナ
タ
形
式
の
作
品
で
あ
る
。

現
在
、
四
つ
の
楽
章
を
一
つ
ず
つ
初
演
し
て
い
る
と
こ
ろ
。

さ
ら
に
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
金
沢
の
遠
藤
文
江
先

生
に
師
事
し
て
、
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
の
基
本
か
ら
も
う
一
度
や

り
直
し
、
チ
ェ
リ
ス
ト
の
伊
田
直
樹
先
生
に
は
ア
ン
サ
ン
ブ

ル
を
診
て
も
ら
っ
て
い
る
。

そ
う
！　

今
年
は
二
年
に
一
回
の
音
楽
の
祭
典
、
保
険
医

協
会
ド
ク
タ
ー
ズ
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
の
年
。
今
か

ら
準
備
に
忙
し
い
の
だ
。

レ
ッ
ス
ン
に

　
　
室
内
楽
に

　
　
　
　
忙
し
い
の
だ

小
川
　
滋
彦
（
金
沢
市
・
内
科
）

奥
長
倉
山
の
先
に
は
熊
は
み

場
（
熊
も
谷
に
転
げ
落
ち
る
の

意
）
と
呼
ば
れ
る
急
坂
が
あ
り

ま
す
。
山
上
で
美
女
た
ち
に
酒

を
売
ら
せ
て
儲
け
よ
う
と
し
た

尾
添
の
老
婆
が
、
神
の
怒
り
に

触
れ
た
に
も

拘
わ
ら
ず
前

進
し
続
け
ま

し
た
。
再
び

雲
の
上
か
ら

激
怒
の
声
が

し
て
行い
く
て手

が

深
く
陥
没
し

て
数
十
丈
の

凹
み
が
で

き
、
老
婆
は

辛
う
じ
て
飛

び
越
え
ま
し

た
が
美
女
達

は
神
罰
に

よ
っ
て
石
に

さ
れ
て
し

ま
っ
た
と
伝

え
ら
れ
る
場

所
で
、
美
女
坂
と
も
呼
ば
れ
て

い
ま
す
（
加
賀
禅
定
道
１
の
写

真
②
参
照
）。
し
か
し
歩
い
て

み
れ
ば
さ
ほ
ど
難
し
い
坂
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
登
り
切
っ
て
少

し
行
っ
た
賽さ
い

の
河
原
と
い
う
所

に
古
く
て
危
な
っ
か
し
い
展
望

台
が
あ
り
、
落
差
九
十
メ
ー
ト

ル
以
上
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
落
ち

る
名
瀑
・
百
四
丈
滝
を
望
む
こ

と
が
で
き
ま
す
（
写
真
①
）。

こ
れ
ま
で
の
労
力
が
十
分
に
報

わ
れ
る
素
晴

ら
し
い
光
景

で
、
清
浄
ヶ

原
が
深
い
断

崖
と
な
っ
て

丸
石
谷
へ
落

ち
て
い
る
様

も
印
象
的
で

す
。
さ
ら
に

尾
添
尾
根
を

進
む
と
天あ
ま

池い
け

が
あ
り
（
写

真
②
）、
江

戸
時
代
に

あ
っ
た
天
池

室
の
石
積
み

跡
が
残
っ
て
い
ま
す
。

一
旦
下
っ
て
雲
が
湧
い
て
い

る
稜
線
、「
長
坂
」
の
先
に
あ

る
四
塚
山
を
目
指
し
ま
す
（
写

真
③
）。
左
の
な
だ
ら
か
な
斜

面
は
清
浄
ヶ
原
で
、
四
塚
山
と

の
間
に
あ
る
川
の
先
は
百
四
丈

滝
で
す
。
天
池
を
下
っ
た
撮
影

地
点
か
ら
四
塚
山
頂
ま
で
は
直

線
距
離
で
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
だ
け
離
れ
て

焦
点
距
離
二
十
八
ミ
リ
の
広
角

側
レ
ン
ズ
で
写
し
て
も
、
一
枚

の
フ
ィ
ル
ム
に
入
り
き
れ
な
い

く
ら
い
四
塚
山
は
大
き
な
山
で

す
。
そ
の
た
め
、
油
池
か
ら
始

ま
る
「
長
坂
」
を
登
る
に
は
三

時
間
半
か
か
り
ま
す
。
本
当
に

長
い
坂
で
水
場
は
あ
り
ま
せ

ん
。
写
真
④
は
よ
う
や
く
着
い

た
四
塚
山
頂

（
二
千
五
百
三
十

メ
ー
ト
ル
）
近
く

か
ら
長
坂
と
天
池

の
あ
る
尾
添
尾

根
、
長
倉
山
を
俯

瞰
し
た
も
の
で
、

「
遥
け
く
も
来
つ

る
も
の
か
な
」
の

感
慨
ひ
と
し
お
で

す
。四
塚
に
着
き
、

先
を
見
る
と
こ
れ

ま
で
と
は
全
く
異

な
る
景
観
が
広
が

り
ま
す
。
次
回
に

説
明
し
ま
す
。

囲 碁

（解答は 2面にあります） （解答は 2面にあります）

持
駒

　角
桂

黒先　7分で1、2級以上
〈ヒント〉 黒１、３の好手順で白を
 仕留めます。

〈ヒント〉 銀を動かすタイミング……。
 10分で2級

■出題　九段　石榑郁郎
■出題　九段　西村一義

123456
一
二
三
四
五
六

初級編 初級編

香
玉

飛 銀

飛

歩桂
歩
銀

二重枠（2つあります）に
入った数字の合計はいく
つになるでしょう。
【ルール】
①空いているマスに、1か
ら 9までの数字のどれか
を入れます。

②タテ列（9列あります）、
ヨコ列（9列あります）、
太線で囲まれた3× 3の
ブロック（それぞれ 9マ
スあるブロックが9つあ
ります）のどれにも1か
ら9までの数字が1つず
つ入ります。
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SUDOKU 数 独2 5 4 1
6 9 5 2

1 □ 9 8
7 2 3
1

3 4 2
1 8 □ 4
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6 4 5 1

写真②　尾添尾根の天池と天池室跡

写真③　尾添尾根より雲湧く長坂と四塚山、左は清浄ヶ原

写真④　四塚山直下から禅定道を俯瞰する

写真①　賽の河原から見る百四丈滝
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